
  

 

 

付 議 第 ２ 号 

 

 

高知県立学校職員の人事評価に関する規程の一部を改正する訓令議案 

 

 

高知県立学校職員の人事評価に関する規程（平成 17年３月高知県教育委員会

訓令第１号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）    

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   (３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。  

 





 
別紙 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

教 育 委 員 会 訓 令  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 教 育 委 員 会 訓 令 第  号  

教 育 委 員 会 事 務 局  

各 教 育 機 関  

高 知 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓

令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ４ 年 ６ 月  日  

高 知 県 教 育 長  長 岡  幹 泰  

高 知 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正

す る 訓 令  

高 知 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 程 （ 平 成 1 7年 ３ 月 高 知

県 教 育 委 員 会 訓 令 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 複 数 の 」 を 削 り 、 「 そ の 職 務 代 理 者 」 を 「 、

そ の 職 務 代 理 者 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 の 表 中  

「  
    

副 校 長 、 教

頭 、 船 長 及

び 事 務 長  

校 長  県 教 育 長 が 指 定 す る

県 教 育 委 員 会 の 事 務

局 職 員  

」      
を  

「  
    

副 校 長 、 教

頭 、 船 長 及

び 事 務 長  

 校 長  

」      
に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 別 記 第 ２ 号 様 式 に 」 を 「 別 記 第 ２ 号 様 式

に 、 任 用 等 級 が ３ 等 級 の 事 務 長 に あ っ て は 別 記 第 ２ 号 様 式 の ２

に 」 に 、 「 の 事 務 長 （ 」 を 「 又 は ３ 等 級 の 事 務 長 （ 」 に 改 め る 。  

別 記 第 ２ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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別 記 第 ２ 号 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。  
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附  則  

こ の 訓 令 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 訓 令  

◎ 高 知 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改

正 す る 訓 令  
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第２号様式（第５条関係） 

年度 所属  

目標設定シート【副校長・教頭・船長・事務長（２等級）用】 

氏名  
生年月日 年  月  日 在職年数 通算  

年齢 歳（４月１日現在）  現所属  

目指す学校像 

 

 

昨年度の成果と課題（学校評価等も踏まえて記入してください。） 

 

 

１ 重点とする職務の目標 

教科等の指導、教科等以外の指導、分掌業務等現在担当している職務の中から取り組むべき課

題を３つ選び、その課題をどのような状態へと改善していくのか目標を①から③までに記入して

ください。また、業務改善の目標について④に記入してください。さらに、その目標ごとに実現

の困難度を「高・普・低」で記入してください。 

 目標 
困難
度 

目標達成の手立て 中間確認 成果と課題 
自己
評価 

① 

 

 

 

 

      

② 

 

 

 

 

      

③ 

 

 

 

 

      

④       
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２ 能力目標 

現在の職務遂行や将来的な能力発揮のために、今年度意識して伸ばしたい要素の「今年度の重

点目標」欄に軽重に応じて「◎・○・△」を付けてください。また、◎を付けた項目について

は、手立ても記入してください。 

要素 能力 求められる水準 
今年度の
重点目標 

手立て 
自己
評価 

⑤ 

 
     

⑥ 

 
     

⑦ 

 
     

⑧ 

 
     

３ 職務に取り組む態度 

次のような水準が求められています。 

 態度 求められる水準 
自己
評価 

⑨    

⑩    

⑪    

４ 研修に対する取組 

職務遂行や能力向上に当たって、自己研鑽
さん

の取組や受講しようとする研修について記入してく

ださい。 

目標 目標達成の手立て 中間確認 成果と課題 

 

 
   

５ 人事評価書の開示希望 

２次評価後の人事評価書の開示を希望する場合は、□にレを付けてください。  

６ 配慮事項の確認（面談の各段階で確認の上、チェックしてください。） 

確認事項 当初 中間 最終 

・職員の健康状況 

・子の出生予定 

・家族の状況（育児、介護等） 

・その他配慮すべき事項 

□ 
（所属長がチェッ
ク） 

□ 
（所属長がチェッ
ク） 

□ 
（所属長がチェッ
ク） 
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 番号  

年度教職員人事評価書【副校長・教頭・船長・事務長（２等級）用】 

評価期間 年  月  日～   年  月  日  

所属 
立 

職名  
ふりがな  

性別  
学校 氏名  

所属コー
ド  

現所属
異動日 年  月  日 生年月日 年  月  日 

職員番号  
在職年
数 

通算在職年数 （  年） 
現所属在職年数（  年） 年齢 

歳 
（  年 月 日現在） 

勤務について
の特記事項 

 

評価項目 
２次
評価 

特記事項 

成
果 

①   

②   

 ③   

 ④   

能
力
目
標 

要素 能力 求められる水準 
２次
評価 特記事項 

⑤     

 ⑥     

 ⑦     

 ⑧     

職
務
に
取
り
組
む
態
度 

 態度 求められる水準 
２次
評価 特記事項 

⑨     

⑩     

⑪     

２次評価者（職名・氏名）  
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第２号様式の２（第５条関係） 

年度 所属  

目標設定シート【事務長（３等級）用】 

氏名  
生年月日 年  月  日 在職年数 通算  

年齢 歳（４月１日現在）  現所属  

分掌業務  

目指す学校像 

 

 

目指す児童生徒像 

 

 

昨年度の成果と課題（学校評価等も踏まえて記入してください。） 

 

 

１ 重点とする職務の目標 

教科等の指導、教科等以外の指導、分掌業務等現在担当している職務の中から取り組むべき課

題を３つ選び、その課題をどのような状態へと改善していくのか目標を①から③までに記入して

ください。また、業務改善の目標について④に記入してください。さらに、その目標ごとに実現

の困難度を「高・普・低」で記入してください。 

 自己目標 
困難
度 目標達成の手立て 中間確認 成果と課題 

自己
評価 

① 

 

 

 

      

② 

 

 

 

      

③ 

 

 

 

      

④       
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２ 能力目標 

現在の職務遂行や将来的な能力発揮のために、今年度意識して伸ばしたい要素の「今年度の重

点目標」欄に軽重に応じて「◎・○・△」を付けてください。また、◎を付けた項目について

は、手立ても記入してください。 

要素 能力 求められる水準 
今年度の
重点目標 

手立て 
自己
評価 

⑤ 

 
     

⑥ 

 
     

⑦ 

 
     

⑧ 

 
     

３ 職務に取り組む態度 

次のような水準が求められています。 

 態度 求められる水準 
自己
評価 

⑨    

⑩    

⑪    

４ 研修に対する取組 

職務遂行や能力向上に当たって、自己研鑽
さん

の取組や受講しようとする研修について記入してく

ださい。 

自己目標 目標達成の手立て 中間確認 成果と課題 

 

 
   

５ 人事評価書の開示希望 

２次評価後の人事評価書の開示を希望する場合は、□にレを付けてください。  

６ 配慮事項の確認（面談の各段階で確認の上、チェックしてください。） 

確認事項 当初 中間 最終 

・職員の健康状況 

・子の出生予定 

・家族の状況（育児、介護等） 

・その他配慮すべき事項 

□ 
（所属長がチェッ
ク） 

□ 
（所属長がチェッ
ク） 

□ 
（所属長がチェッ
ク） 
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 番号  

年度教職員人事評価書【事務長（３等級）用】 

評価期間 年  月  日～   年  月  日  

所属 
立 

職名  
ふりがな  

性別  
学校 氏名  

所属コー
ド  

現所属
異動日 年  月  日 生年月日 年  月  日 

職員番号  
在職年
数 

通算在職年数 （  年） 
現所属在職年数（  年） 年齢 

歳 
（  年 月 日現在） 

勤務について
の特記事項 

 

評価項目 
２次
評価 

特記事項 

成
果 

①   

②   

 ③   

 ④   

能
力
目
標 

要素 能力 求められる水準 
２次
評価 特記事項 

⑤     

 ⑥     

 ⑦     

 ⑧     

職
務
に
取
り
組
む
態
度 

 態度 求められる水準 
２次
評価 特記事項 

⑨     

⑩     

⑪     

２次評価者（職名・氏名）  
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令和４年５月 26日 

教職員・福利課 参考資料１ 

高知県立学校職員の人事評価に関する規程の一部を改正する訓令の概要 

－校長以外の管理職等の人事評価の変更についてー 

 

１ 人事評価の現状 

 

２ 変更後 

○ 副校長・教頭、船長、事務長（２等級及び３等級）の２次評価については、校長が実施する。 

※ 評価の公平性を確保するために補正が必要な場合には、人事主管課長（高等学校課長、特別支

援教育課長）が全体調整を行う。 

   評価者 

 職 種 

県費負担教職員 県立学校職員 

１次評価者 ２次評価者 １次評価者 ２次評価者 

校   長 

市町村教育長の

指定する市町村

教育委員会の事

務局職員 

市町村教育長 
高等学校課長又は

特別支援教育課長 
県教育長 

副  校  長 

教   頭 
校長 市町村教育長 

－ 校長 
船   長 ― ― 

事 務 長 校長 市町村教育長 

 

高知県公立学校職員の人事評価実施要領※ 
２ 職種ごとの評価者 

     職種ごとの評価者は、次の表に掲げるとおりとする。 

   評価者 

 職 種 

県費負担教職員 県立学校職員 

１次評価者 ２次評価者 １次評価者 ２次評価者 

校   長 

市町村教育長の

指定する市町村

教育委員会の事

務局職員 

市町村教育長 
高等学校課長又は

特別支援教育課長 
県教育長 

副  校  長 

教   頭 
校長 市町村教育長 校長 県教育長が指定す

る県教育委員会の

事務局職員 
船   長 ― ― 校長 

事 務 長 校長 市町村教育長 校長 

※高知県立学校職員の人事評価に関する規程等を基に策定 

 

 

【参考】人事考課実施マニュアル（総務部人事課） 

10



新
 

 
 

 
 

 
旧

 
 

 
 

 
 
対

 
 

 
 

 
 
照

 
 

 
 

 
 
表

 

新
 

高
知
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
程
（
抜
粋
）

 

 

旧
 

高
知
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
程
（
抜
粋
）

 

 

 
（
人
事
評
価
の
実
施
方
法
及
び
評
価
者
）

 

第
５
条

 
人
事
評
価
は
、
職
種
ご
と
に
定
め
た
評
価
者
（
評
価
者
に
事
故
が

あ
る
と
き
又
は
評
価
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
代
理
者
を
含

む
。
）
が
、
職
種
ご
と
の
目
標
設
定
シ
ー
ト
及
び
人
事
評
価
書
又
は
職
種

ご
と
の
人
事
評
価
記
録
書
（
以
下
「
評
価
様
式
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

 

第
５
条

 
人
事
評
価
は
、
職
種
ご
と
に
定
め
た
複
数
の
評
価
者
（
評
価
者
に

事
故
が
あ
る
と
き
又
は
評
価
者
が
欠
け
た
と
き
は
そ
の
職
務
代
理
者
を
含

む
。
）
が
、
職
種
ご
と
の
目
標
設
定
シ
ー
ト
及
び
人
事
評
価
書
又
は
職
種

ご
と
の
人
事
評
価
記
録
書
（
以
下
「
評
価
様
式
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
職
種
ご
と
の
評
価
者
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

 
２

 
職
種
ご
と
の
評
価
者
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

 

職
種

 
１
次
評
価
者

 
２
次
評
価
者

 

略
 

副
校
長
、
教
頭
、
船

長
及
び
事
務
長

 

 

 
 

 
校
長

 

略
 

備
考

 
１

 
特
別
支
援
学
校
の
寮
務
主
任
又
は
舎
監
の
職
務
に
専
ら
従
事

す
る
教
諭
に
つ
い
て
は
、
寄
宿
舎
指
導
員
の
評
価
様
式
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
は
、
市
町
村
の
補
導
セ
ン
タ
ー

等
で
勤
務
す
る
補
導
教
員
の
評
価
者
に
つ
い
て
、
施
設
の
設
置

状
況
及
び
管
理
体
制
等
か
ら
こ
の
表
の
区
分
に
よ
り
難
い
場
合

は
、
県
教
育
長
に
協
議
の
上
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

を
評
価
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

職
種

 
１
次
評
価
者

 
２
次
評
価
者

 

略
 

副
校
長
、
教
頭
、
船

長
及
び
事
務
長

 

校
長

 
県
教
育
長
が
指
定
す
る

県
教
育
委
員
会
の
事
務

局
職
員

 

略
 

備
考

 
１

 
特
別
支
援
学
校
の
寮
務
主
任
又
は
舎
監
の
職
務
に
専
ら
従
事

す
る
教
諭
に
つ
い
て
は
、
寄
宿
舎
指
導
員
の
評
価
様
式
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
は
、
市
町
村
の
補
導
セ
ン
タ
ー

等
で
勤
務
す
る
補
導
教
員
の
評
価
者
に
つ
い
て
、
施
設
の
設
置

状
況
及
び
管
理
体
制
等
か
ら
こ
の
表
の
区
分
に
よ
り
難
い
場
合

は
、
県
教
育
長
に
協
議
の
上
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

を
評
価
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
参考資料２ 
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３
 
県
教
育
長
は
、
指
導
主
事
の
評
価
者
に
つ
い
て
、
課
長
補
佐

又
は
次
長
を
置
か
な
い
所
属
に
お
い
て
は
、
１
次
評
価
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

３
 
県
教
育
長
は
、
指
導
主
事
の
評
価
者
に
つ
い
て
、
課
長
補
佐

又
は
次
長
を
置
か
な
い
所
属
に
お
い
て
は
、
１
次
評
価
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

３
 
評
価
様
式
は
、
校
長
に
あ
っ
て
は
別
記
第
１
号
様
式
に
、
副
校
長
、
教

頭
、
船
長
及
び
任
用
等
級
が
２
等
級
の
事
務
長
に
あ
っ
て
は
別
記
第
２
号

様
式
に
、
任
用
等
級
が
３
等
級
の
事
務
長
に
あ
っ
て
は
別
記
第
２
号
様
式

の
２
に
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
船
長
及
び
任
用
等
級
が
２
等
級
又
は

３
等
級
の
事
務
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
校
長
等
」
と
い
う
。
）
以

外
の
職
種
で
あ
っ
て
会
計
年
度
任
用
職
員
等
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
別

記
第
３
号
様
式
に
、
校
長
等
以
外
の
職
種
で
あ
っ
て
任
期
付
職
員
又
は
臨

時
的
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
別
記
第
４
号
様
式
に
、
校
長
等
以
外
の
職
種

で
あ
っ
て
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
別
記
第
５
号
様
式
に
よ
る
も

の
と
し
、
別
記
第
１
号
様
式
か
ら
別
記
第
３
号
様
式
ま
で
の
人
事
評
価
書

に
あ
っ
て
は
評
価
様
式
の
能
力
目
標
に
係
る
要
素
、
能
力
及
び
求
め
ら
れ

る
水
準
並
び
に
職
務
に
取
り
組
む
態
度
に
係
る
態
度
及
び
求
め
ら
れ
る
水

準
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
、
別
記
第
４
号
様
式
及
び
別
記
第
５
号
様
式
の
人

事
評
価
記
録
書
に
あ
っ
て
は
評
価
様
式
の
取
組
姿
勢
及
び
能
力
に
関
す
る

評
価
並
び
に
行
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
記
載
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
県

教
育
長
が
定
め
る
。

 

３
 
評
価
様
式
は
、
校
長
に
あ
っ
て
は
別
記
第
１
号
様
式
に
、
副
校
長
、
教

頭
、
船
長
及
び
任
用
等
級
が
２
等
級
の
事
務
長
に
あ
っ
て
は
別
記
第
２
号

様
式
に
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
船
長
及
び
任
用
等
級
が
２
等
級
の
事

務
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
校
長
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
種
で

あ
っ
て
会
計
年
度
任
用
職
員
等
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
別
記
第
３
号
様

式
に
、
校
長
等
以
外
の
職
種
で
あ
っ
て
任
期
付
職
員
又
は
臨
時
的
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
別
記
第
４
号
様
式
に
、
校
長
等
以
外
の
職
種
で
あ
っ
て
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
別
記
第
５
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
別

記
第
１
号
様
式
か
ら
別
記
第
３
号
様
式
ま
で
の
人
事
評
価
書
に
あ
っ
て
は

評
価
様
式
の
能
力
目
標
に
係
る
要
素
、
能
力
及
び
求
め
ら
れ
る
水
準
並
び

に
職
務
に
取
り
組
む
態
度
に
係
る
態
度
及
び
求
め
ら
れ
る
水
準
の
そ
れ
ぞ

れ
の
欄
に
、
別
記
第
４
号
様
式
及
び
別
記
第
５
号
様
式
の
人
事
評
価
記
録

書
に
あ
っ
て
は
評
価
様
式
の
取
組
姿
勢
及
び
能
力
に
関
す
る
評
価
並
び
に

行
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
記
載
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
長
が
定

め
る
。

 

４
 
略

 
４
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